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は じ め に

日本において，「近代的家計調査の嚆矢」と言われたのは，高野岩三郎の「東

京ニ於ケル２０職工家計調査」１）である。彼らは，当時の先進国で実施された

家計簿法を参考にし，日本の現状を客観的に把握できる方法を考え，大正期の

はじめに東京において２０職工を対象とする家計調査を実施した。

その後，重工業部門の発展にともない，労働者の世帯が漸次工場地帯に定着

し，その家計を調査する必要が意識されるとともに，労働者の生活難，労働条

件や賃金の改善に期待をあたえるものとして，生計調査や生活調査が本来の家

計調査と区別された。この時期を経過する進化過程については，権田保之助が

明らかに詳細に論じた。２）

もっとも画期的な大規模調査であったのは大正１５年から昭和２年にかけて

実施された内閣統計局の家計調査であった。国の手による周到な準備に基づい

て，極めて綿密な調査組織がつくられ，着実な調査活動の管理が行われ，方法

論的にみても統計調査としてもすぐれた調査であった。

この時期以後の国民生活研究においては，欧米の生活研究の成果を基礎とし

て，資本家的生産と労働者生活との関連，日本資本主義の特殊性と国民生活の

関連のうちに，「国民生活の理論」を構築しようとする意図が大河内一男の研

究の中に，現れてきた。３）

生活理論に対して，生活費の視点から，個別家計の消費生活の動向及びライ

フ・サイクルなどに関する分析を中心とし，近代日本人の生活史の基礎資料を

提供する代表的成果が，中村隆英の研究４）である。

１）中鉢正美『家計調査と生活研究』，光生館，１９７１年，p.３。
２）高野岩三郎編『本邦社会統計論』，経済学全集第５２巻，改造社，１９３３年，p.１～２８１所
収権田保之助著「本邦家計調査」参照。
３）大河内一男『国民生活の理論』，光生館，１９４８年参照。
４）中村隆英『家計簿からみた近代日本生活史』，東京大学出版会，１９９３年参照。
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しかしながら，従来の研究では，給料生活者あるいは労働者を研究対象とし

ての例が多いので，彼らの生活水準を論じていたが，都市の日本人の生活実態

に関する実証が飛躍的に深められた反面，農家の生活水準についての検討は必

ずしも十分ではなく，時代や状況に応じて，各階層農家の生活がどのように変

化したのかについても具体的に明らかにされてはいなかった。これに対して，

近代経済成長過程の中に，大きな役割を担っていた農業の貢献を度々強調し，

農家生活史研究の視点から，農家の生活実態，生活水準及び消費構造という点

に着目し，その動きや特徴を考察することは本論の意図である。

一方，従来の農家生活水準について，本格的な関心を抱いて実態調査を行っ

たのは，北海道帝国大学教授，森本厚吉である。彼は大正２年，北海道の４地

区から小作農約２５０世帯を選び，農家経営を含む農家家計調査を実施した。５）

しかし，この調査は，北海道という特定の地域で行われたため，この時期の国

内の農家の生活標準を見出すことができなかった。また，大正１０年に行われ

た農商務省の「農業者生計費調査」や大正１５年の内閣統計局の「農業者家計

調査」が，農家経営と農家家計を分離した上で，調査データを有効に活用して

集計を編成したが，階層別，地域性や個別性を無視した欠陥があった。さらに，

この分野においては，もっとも代表的な統計資料は，農林省統計研究会・農林

省統計情報部編「農家経済調査」である。周知のごとく，この累年統計は２巻

に分かれており（第３巻は前２巻に関する解説編である），第１巻は，大正１０

年より昭和１５年に至る農家経済調査の全国及び地域別の諸統計を累計したも

のであり，第２巻は，第１巻の全国・地域別統計に続いて，都道府県別統計を

累計したものである。しかし，「農家経済調査」の調査対象が大規模農家に偏

り，６）地主，自作農，小作農のような各階層別の生活水準についての検討が不十

分である。

５）多田吉三『日本家計研究史――わが国における家計調査の成立過程に関する研究』，晃
洋書房，１９８９年，p.６７。
６）前掲，多田吉三著書，p.１７。

戦間期における農家生活水準の階層性 １８１



以上のような研究状況の中で，従来の農家生活水準の研究における最大かつ

根本的な問題点は，階層別面からみる農家の生活水準がどうなっていることに

関する実証的な解明は不十分である。

言うまでもなく，農家の生活水準は，国民経済の動向によって左右されたこ

とは当然なことであるが，階層別の存在より，土地の規模や経営の健全性およ

び合理性の差があるため，各階層農家の間で生活水準の格差が生じ，生活内容

も大きな差異が見られた。地主，自作農，小作農のような各農家は様々な時代

的背景の影響を受けながら，各自の限界を克服するために，模索していた成長

過程や実状は，かなり異なる経過をたどっていたと思われる。これらは，諸地

域における農家生活水準を検討する際に極めて重要である。

一方，階層別の角度から，地主，自作農，小作農を分析対象として，戦間期

（大正末期・昭和初期）における農家生活水準についての研究が農家生活史に

おいては少ないため，この部分の事実を解明することは，農家生活史研究にお

ける一部の空白を埋めることや，日本近代史をより深く理解することに対し

て，重要な参考意義になるだろう。

分析する上で，商品経済の展開が比較的進んでいた愛媛県の事例をあげ，戦

間期における農家の生活水準の階層性を解明する一方，日本資本主義が確立す

る産業革命期においては，農村諸階層の消費生活はどのような特徴を持ってい

たかということが本論の課題である。

利用した資料は，愛媛県内務部・農林課編「愛媛県農家の経済及その生活現

況資料（下）」であり，刊行年は大正１３年，調査年度が大正９年から大正１１

年である。もう一つの資料は，愛媛県農会編「昭和８，９年度両年度農家経済

の実相」，刊行年は昭和１０年，調査対象年度が昭和８，９両年度である。この

時期，残された地域農家生活状況に関する第一次資料は少ないため，資料を紹

介する価値があると思われる。一方，本資料は「農家経済調査」に掲載されて

おらず，これまでの研究ではまったく使用されたことがなかったものであるた

め，地域農家生活水準を詳しく把握することに対して，深い意味があると思わ
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れる。

原資料で記録されてかぎられた数年しかデータを利用できないが，できるだ

け客観性を失わないように，原資料に記録されたままの各農家生活の様子を描

き出しながら，農家の生活実態を可能な限り明らかにすることが本論の目的で

ある。

第一節 農家生活水準の再検討

明治末期から大正期にかけて農林業人口は全体の５０％を上回り，かなりの

割合を占めていた。この時期の生活背景としては，日露戦争や第１次世界大戦

をへて，日本工業化の発展が進んで，物価騰貴，戦後恐慌から始まった農業の

慢性的不況などが起こっていた。特に，昭和４（１９２９）年世界大恐慌が発生し

たため，不況の頂点に進行し，大正１０～昭和５（１９２１～１９３０）年の１０年間で，

赤字農家の占める比率は，自作農では１９～５９％，小作農では１８～７６％で，平

均４０％に達していた。この結果，農家の負債は激増し，自作農だけをみても，

大正１３（１９２４）年には農家所得額に対する割合は４４％であり，昭和７（１９３２）

年には実に１１４％に達した。７）一方，この時期は，日本近代経済成長の出発から

戦間期経済成長への転換や工業化を遂げる過程であるため，そのことは，当時

の農家生活にどのような影響を与えたか，あるいは，各農家はさまざまな生活

背景の下で，どうやって生活が営まれたかという点を本論で考察してみる。

１ 「農家経済調査」からみた農家の生活状況

ここで検討するのは，大正元（１９１２）年と大正９（１９２０）年で斉藤万吉によ

り行われた「農家経済調査」８）（表１－１）である。

農商務省農事試験場技師斉藤万吉の行った農家経済に関する調査は，日本の

農家経済調査の嚆矢として一般に承認されているところである。とりわけ，そ

７）伊藤秋子『生活水準』，光生館，１９７７年，p.２１。
８）『累年統計』，p.５８２～５８４。
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の調査結果が，大正１０（１９２１）年に府県農会委託の農家経済調査が開始され

た最初の報告書である農商務省農務局「大正１０年度農家経済調査」（大正１３

年刊）の付録に「故斉藤技師調査及其の続行調査」として掲載されたことから，

正式の場でその前駆調査として公認されたといえる。９）

この調査報告は，１府１５県，６６ヵ村の農家について，明治２３年，３２年，４１

年，４４年及び大正元年の結果が報告された。調査村における田畑所有権移動，

農地価格，所有地規模別農家戸数，農村人口，租税及諸負担の５項目からなる

一般的事項――いわゆる「農村状況調査」――とともに，農家の家計・負債

などの農家経済に関する事項――いわゆる「農家経済調査」――の二本建の

調査として行われたのである。

大正９年，第１次世界大戦後における小作争議の頻発を契機に，小作農が過

半を占める農家の経済実態を把握する目的をもって，斉藤万吉は再び全国３７

ヵ村，１１１戸農家について，それらの農家経済状況を調査した。

表１－１を作る時，長期間で連続記録データがなかったため，大正元年と大

正９年両年度しかデータを取れなかったのである。たしかに，両年度のデータ

９）『累年統計 ２』参照。

項 目
大 正 元 年 大 正 ９ 年

地 主 自 作 小 作 地 主 自 作 小 作

生

活

費
（
円
）

飲食物費 １，２３７．１８ ５９８．６８ ３９１．９８ ７２６．５２ ４７１．７９ ２９６．４５
住 居 費 ４５９．３５ ６７．３７ １５．３１ １６５．０１ ４４．６５ １１．２２
光 熱 費 １３３．２１ ４１．３４ ２６．０３ ７７．９３ ３３．１２ １９．６６
被 服 費 ４７７．７２ ８２．６８ ３６．７５ ２７５．４０ １１１．８９ ３７．４３
そ の 他 １，３３５．１７ １６２．３０ ６５．８４ １，０３１．５６ １８２．９１ ７４．９０
教 育 費 ３９１．９８ ３６．７５ － ２９８．７７ ２０．９５ －
交 際 費 ４１３．４１ － － １５７．３７ － －
雑 費 ５２９．７８ １２５．５６ ６５．８４ ４６１．９３ １４６．４１ ６９．１３
寄付金等 － － － １１３．４８ １５．５５ ５．７６
合 計 ３，６４２．６３ ９５２．３８ ５３５．９１ ２，２７６．４２ ８４４．３７ ４３９．６６

表１－１ 農家の家計費 （年額：実質額）
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を例とし，資料の客観性としてもたりないのであるが，農家の生活状況の特徴

をまとめることは本論の中心である。その上で，データの比較を通して，農家

生活状況の変化を把握し，農家生活構造の変容も推測し，これらをまとめ，第

２節の地域農家や第３節個別農家の生活状況と比較することができ，時間点は

完全に一致ではないが，各段階の特徴を取り出して比較する可能性があるた

め，農家生活水準の実態を有利深く理解するだろう。

� 実質生活水準が下降した地主の家計費

斉藤万吉の「農家経済調査」により，地主家計費の名目額において，大正元

年は２，３７９円であり，大正９年は３，２７８．９５円である。１０）これらの数字を消費者

物価指数１１）で実質化させ，家計費の実質額を求め，表１－１に示している。

表が示すように，家計費名目額が上昇していたのに比べ，実質額は，逆に大正

元年の３，６４２．６３円から大正９年の２，２７６．４２円に減少していた傾向がみられ

る。この中で，飲食費の下がり幅が一番大きく，１，２３７．８０円から７２６．５２円に

減じた。次に，住居費は４５９．３５円から１６５．０１円に，交際費は４１３．４１円から

１５７．３７円に，被服費は４７７．７２円から２７５．４０円に，「その他」は１，３３５．１７円

から１，０３１．５６円に，教育費は３９１．９８円から２９８．７７円に，こういう順番で，

全体的な支出が縮小していた。すなわち，この時期，消費者物価指数が上昇し

ていたことは地主の生活に大きな影響を及ぼしたため，家計費の名目額が増加

していたが，実質額が下降していた。

� 生活状況が安定していた自作農の家計費

表１－１をみると，自作農の家計費において，大正元年の９５２．３８円から大

正９年の８４４．３７円に減少したが，下がり幅が地主と比べると少なかった。こ

の原因を求め，前述した消費者物価指数が上昇したことは一つの原因である

が，もう一つの原因は，農家収入に対する米収入の比重が多かったのであっ

１０）『累年統計』，p.５８２。
１１）大川一司，篠原三代平，梅村又次編『長期経済統計８－物価』，東洋経済新報社，１９６７
年，p.１３５～１３６。
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た。実に，大正元年から大正７（１９１８）年にかけて，米価より消費者物価指数

は上昇していたが，大正９年前後になると，米騒動が暴発したため，米価は消

費者物価を上回って著しく騰貴し，農家の米販売収入がかなり増えていた。

また，注目すべきは，ある費目の支出が拡大していたことである。これは，

被服費は８２．６８円から１１１．８９円に，雑費は１２５．５６円から１４６．４１円に，「その

他」は１６２．３０円から１８２．９１円に増大していたことである。すなわち，この時

期，自作農の生活状況がある程度安定し，生活水準の質の向上が推測される。

� 生活困窮度が高かった小作農の家計費

表１－１によると，小作農は，家計費の総額に対する飲食費の割合がかなり

高くなり，ほぼ７割を占めている。これと住居費，光熱費，被服費とあわせて，

第一生活費（衣，食，住）だけの割合は８割以上を占め，日常必需生活品以外

の商品がほとんど購入できなかった状況が想定できる。

２ 農家生活水準の格差

� 飲食費の格差

表１－２をみて，各農家の間で，生活水準の格差が最も表れていたのは，飲

種 目
大 正 元 年 大 正 ９ 年

地主 割合（％） 自作 割合 小作 割合 地主 割合 自作 割合 小作 割合
米 ３６５．００ ４５．１７ ２２５．００ ５７．５４ １４７．００ ５７．４２ ５６１．４７ ５２．２９ ３８２．７５ ５６．５７ ２４８．０８ ５８．４６
麦 ４５．００ ５．５７ ５５．００ １４．０７ ５２．００ ２０．３１ ４３．０９ ４．０１ ５２．８３ ７．８１ ４９．６０ １１．６９
塩 １１．００ １．３６ ７．００ １．７９ ５．００ １．９５ １２．０５ １．１２ ９．０７ １．３４ ６．１７ １．４５

醤 油 ２０．００ ２．４８ １０．００ ２．５６ ７．００ ２．７３ ２４．７８ ２．３１ １５．９７ ２．３６ １１．１５ ２．６３
味 噌 ３０．００ ３．７１ １５．００ ３．８４ ９．００ ３．５２ １２．４４ １．１６ ７．７５ １．１５ ５．３９ １．２７
酒 ９４．００ １１．６３ ２６．００ ６．６５ ９．００ ３．５２ １２９．４３ １２．０５ ７４．５９ １１．０２ ４２．８１ １０．０９

魚 類 － － － － － － １３３．７９ １２．４６ ７０．６８ １０．４５ ２４．７０ ５．８２
その他 ２４３ ３０．０７ ５３ １３．５５ ２７ １０．５５ １５６．６７ １４．５９ ６２．９３ ９．３０ ３６．４５ ８．５９
合 計 ８０８ １００ ３９１ １００ ２５６ １００ １，０７３．７２ １００ ６７６．５７ １００ ４２４．３５ １００

表１－２ 飲食物費の内訳 （名目額）（単位：円）

注）大正１３（１９２４）年，愛媛県内務部・農林課編『愛媛県農家の経済及その生活現況資料』
より作成
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食費である。これを追求すれば，地主において，飲食費に対する米の割合は，

大正元年は４５．１７％で，大正９年は５２．２９％であり，約半分の比重を占め，麦

の割合は非常に少なくなり，わずか５．５７％，４．０１％を占めている。すなわち，

平日は，米を主食としての食生活であった。また，酒，魚類などがある程度消

費され，生活の余裕を持っていることが推測される。しかし，「その他」費目

の割合は大正元年の３０．０７％から大正９年の１４．５９％に半分以上下がっていた

のは，第１次世界大戦が起こったため，食生活を節約した結果であった。

自作農の飲食費の中で，米の割合は大正元年の５７．５７％から大正９年の

５６．５７％にやや減少したが，麦の割合は１４．０７％から７．８１％に半分ほどを縮小

した。この実情を分析すれば，食事は米・麦混合の状況から次第に米食に変わっ

ていたことが推測できる。また，酒の支出は大正元年の６．６５％から大正９年

の１０．４５％に増加したことや，魚類の支出が出てきたことを考えると，自作農

の食生活の質の向上がみられる。

小作農の飲食費の中に，米の割合は地主，自作農と同じように半分ほどを示

していたが，麦の割合は後両者より圧倒的に多かった。つまり，小作農の食事

はまだ米・麦混合の状況から脱出してなかったという実情がわかる。また，小

作料は大正元年の１８．２６％から大正９年の３６．３８％に倍以上を上昇し，米収穫

の６割以上を小作料として納入してしまうので，小作料の徴収は小作農の生活

を圧迫することが分かる。酒，魚類，「その他」費目の支出が出ていたが，金

額が少なかったので，必需生活品以外の商品がほとんど購入できない状況が想

定される。

� 生活水準の質の向上

表１－１をみて，大正元年地主の消費構造を計算すれば，飲食費割合は

３４．０％を占めていた。この数字を，自作農の６２．０％と小作農の７３．１％と比べ，

低くなっていたことが分かる。一方，同表によると，地主において，住居費の

割合は１２．６％，光熱費の割合は３．７％，被服費の割合は１３．１％であることに

対し，「その他」費目の割合が極めて高く，３６．７％になっていた。大正９年に
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なると，飲食費，住居費，光熱費，被服費などの割合は次第に減少していたが，

「その他」費目の割合は逆に増大し，消費支出の５割近くを占めていた。つま

り，日常生活費を縮小したが，「その他」費目の支出が増えていた傾向があっ

たため，消費構造の変容が地主層から発生し，生活水準質の向上を示した。

同じ傾向が自作農においてもみられる。大正元年の生活費の総額に対する飲

食費の割合は６２．９％を占めていたが，大正９年になると，５５．９％に低落し

た。その代わりに，被服費，「その他」費目の割合の伸びが注目され，大正元

年から大正９年にかけて，被服費は８．７％から１３．３％に，「その他」は１７％か

ら２１．７％に上昇していた。また，実質額の場合も同じ方向に推移し，被服費

は８２．６８円から１１１．８９円に，「その他」費目は１６２．３円から１８２．９１円に増大

していた。すなわち，全体的な農家の生活水準が下降していた一方，一部農家

の生活費が増えていたため，生活水準の質の向上を示すことが分かる。

� 現金支出比率の増大と階層間格差の縮小

農家の現金支出割合は１９２０年代になると大きく上昇し，自作農の現金支出

割合は６割近くにまで達し，小作農でも５割を超えた。第１次世界大戦をはさ

む３０年ほどの間に農家の現金支出比率の増大によって階層間の格差縮小が進

行し，とくに小作農家経営の商品経済化にとって，第１次世界大戦が決定的意

味をもっていたことが分かる。１２）

このように，農家家計費に占める新費目の割合は２０年代に高まり，それが

家計費の現金化率の上昇につながっていたが，このことは，生活様式の向上が

家計支出面に現れたことを示している。

� 恐慌に対する抵抗力の縮小

農家経済は１９２０年代後半からの農産物価格の低下傾向のもとで，すでに悪

化傾向をたどっていた。だが，農産物価格は，恐慌にともなう製糸の対米輸出

１２）大門正克著『農村社会と都会社会』，（石井寛治，原朗，武田晴人編「日本経済史２－産
業革命期」，東京大学出版会，２００２年所収），p.３４３。
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激減，植民地米の対日移出の急増，都市労働者の購買力低下などの諸条件が合

わさって，いっそう激しく低下した。恐慌下では一般物価や農家購入品価格も

低下したが，いずれも繭や米ほどの下落率ではなく，しかも農産物価格の低迷

は工業品価格よりも長く続いたから，農家経営がうける打撃は大きくなった。

この様相を，統計数値（表１－３）などを参照にしながら，恐慌の底である

１９３０～３２年を中心にみよう。

第一に，１戸当たりの農家所得は恐慌に比べると，自作農・小作農ともに２

分の１から３分の１近くにまで減少し，その対応として，農業純経営費は大幅

な削減を余儀なくされた。経営費のうちもっとも大きなものは肥料で，農家は

多量の肥料投下で農業生産力の維持・向上を図ってきたのであったが，恐慌下

の農家は現金支出をぎりぎりにおさえるために，金肥の購入を節減せざるをえ

項 目 １９２６～２９年平均 １９３０年 １９３１年 １９３２年 １９３２～３６年平均 １９３７～４０年平均

自

作

農業所得（A） １，１６０．０ ６９３．０ ５１４．０ ５４８．０ ８０３．０ １，４２６．０
農外所得（B） ３７５．０ ３２１．０ １６５．０ １７４．０ １８５．０ ２９４．０
農家所得（A+B） １，５３５．０ １，０１４．０ ６７９．０ ７２２．０ ９８８．０ １，７２０．０
家 計 費（C） １，２４０．０ ８８８．０ ６５０．０ ６３６．０ ７６１．０ １，１３９．０
農業所得による家計
費充足率（A／C） ９３．５ ７８．０ ７９．１ ８６．２ １０５．５ １２５．２

農業純経営費
（１反当たり） ２９．０ ２０．０ １８．０ １７．０ ２３．０ ３１．０

小

作

農業所得（A） ７９０．０ ４６４．０ ２８７．０ ３５３．０ ４６４．０ ８２５．０
農外所得（B） ２５３．０ １５９．０ １２２．０ １３４．０ １４９．０ ２２０．０
農家所得（A+B） １，０４３．０ ６２３．０ ４０９．０ ４８７．０ ６１３．０ １，０４５．０
家 計 費（C） ９０８．０ ５９７．０ ４４３．０ ４６９．０ ５８２．０ ８４３．０
農業所得による家計
費充足率（A／C） ８７．０ ７７．７ ６４．８ ７５．３ ７９．７ ９７．９

農業純経営費
（１反当たり） ２５．０ １６．０ １４．０ １４．０ １８．０ ３０．０

農業所得小作／自作 ６８．１ ６６．９ ５５．８ ６４．４ ５７．８ ５７．９

表１－３ 農家経営指標 （１戸当たり）（単位：円）

注）暉峻衆三「日本農業問題の展開」下，東京大学出版会，１９８４年，表５－２１（その１）（そ
の２）より
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なくなった。

第二に，所得減による現金支出の切り詰めは，食費を中心とする家計費でも

行われた。この費目についても自作・小作ともに２分の１以上の削減がなされ

ている。その結果，家計費水準は，農民層の中でもっとも高い自作農でさえ都

市勤労者の半分以下，小作農では３分の１以下という劣悪なものになったが，

農業所得はこの水準の家計費さえ充足させることができなかった。一家の農業

所得で家計をささえるという小農経営原則は完全に破綻していたのである。こ

の家計費充足率がほぼ１００％に達するのは，１９３７年以降であった。

第三に，農外所得はこのような農家経営をささえる不可欠の条件であった

が，その所得も恐慌で激減した。減少の最大の要因は労賃収入の減少であった

が，農外所得中に労賃収入の占める比重はとくに小作で高かったから，打撃は

彼らにより大きく現れた。

第四に，上述したように，恐慌下で農家経営は自作・小作ともに解体の危機

に瀕した。だが，このような全般的窮乏下にあっても，自作農と小作農の経営

と生活の状況は同じであったのではない。農業所得や家計費に現れているよう

に，自作農と小作農の間には３０％前後の格差があり，しかもその格差は恐慌

下で相対的に開く傾向さえみられた。この格差は，いうまでもなく高額現物小

作料の有無に帰因するものであった。小作料は１９２０年代の小作争議などを通

して一定の減少傾向にあったが，その軽減の程度は，恐慌下の農業経営支出

――とくに肥料など――の削減の程度にははるかにおよばなかったから，小

作農経営に占める小作料の重圧はむしろこの時期に大きくなった。つまりそれ

だけ，小作農にとって小作料の軽減が切実な要求になったのである。１３）

概して，大正初期，地主，自作農，小作農といった土地所有階層序列の順に

生活水準が低くなっていたが，食生活におけるよりも，被服費，「その他」費

目の伸びが注目され，一部農家生活水準の質の向上を示した。しかし，大正末

１３）暉峻衆三『日本農業１００年のあゆみ』，有斐閣，１９９６年，p.１５９。
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期から昭和初期にかけて，農家の現金支出比率が増大するとともに，階層間の

格差が縮小していたが，昭和恐慌の下では，相対的に開く傾向がみられ，不況

に対する抵抗力が弱くなった。

第二節 地域農家生活水準の階層性

農家生活状況を知ることは農業経営の改善，農村社会生活の改善及び農村の

振興を図ることに対して極めて重要である。これを明らかにするために，大正

９（１９２０），１０（１９２１），１１（１９２２）年３年間連続し，愛媛県内務部農林課は，

県下１２郡において，標準と認められる１５０余戸農家の生活状況について調査

した。この結果をまとめ，「愛媛県下農家の経済状態及その生活現況資料」と

して掲載した。地域農家の生活水準を詳しく理解することに対して，貴重な参

考資料になる。

１ 地域の概況

大正１０年，愛媛県の総耕地面積は１０９，７３５町余であり，総土地面積に対す

る割合は僅かに１割５分強になっていた。農家１戸当たり耕地面積は，田にお

いて，約３反７畝であり，畑において，約４反８畝であり，両方をあわせて，８

反５畝弱になっていた。自作地と小作地とを区別すれば，耕地面積において，

自作地は５割６分であり，小作地は４割４分であった。田において，自作地は

４割３分であり，小作地は５割７分であった。畑において，自作地は６割６分

であり，小作地は３割４分であった。田は温泉，伊予及び東予の６郡が多かっ

たため，米作が盛んだった。南予５郡及び上浮穴郡は，畑が多かったため，主

たる養蚕地になっていた。

農業生産物は米を主として，繭はそれに次ぐ状況であり，農家１戸平均生産

価額はおよそ６００円であった。

農家戸数は総戸数に対する割合が６割２分を占め，その内，自作農は３割５

分，小作農は２割９分，自作兼小作農は３割６分の割合を示していた。農業に
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従業していた人員は４５６，２１６人であり，総人口の４割２分になっていた。しか

し，農家戸数は累年減少していた傾向があり，特に，専業農家の減少が著しく，

兼業農家が増えていた趨勢があった。１４）

農家収入は，自作農，小作農の差がなく，その大部分は米，麦，繭などによ

るものであった。したがって，それらの生産物価格の騰落は直接に農家の生活

に大きな影響を及ぼすことがあった。

農家の支出の主たるものは農業経営費を除けば，最も大きな支出は，飲食費

であり，次に，被服費，租税，光熱費，交際費などである。農家の飲食費を現

物自給と現金支出と区別すれば，その大部分は現物自給であり，現金支出額は

現物自給の見込み価額の半分に至ってなかった。その上，現物の主たるものは

米，麦，雑穀などであり，現金支出は酒，魚，調味料などである。１５）

以上のことを示したのは，この時期，愛媛県における，各農家は自給経済へ

の依存を強めてきて，全体的な生活水準が低くなっていたことである。一方，

兼業農家が増加していた傾向があったため，農業外収入を求めてきた結果，農

家収入の中に現金収入が徐々に上昇するという傾向が出てきた。商品経済が浸

透するとともに，地主から自作農，小作農までの消費生活は，階層によって大

きな格差が生じたという特徴があった。したがって，これらの観点から戦間期

の地域農家における生活水準の階層性を解明するために「愛媛県下農家の経済

及その生活現況資料」を利用して，再検討する必要があるだろう。

２ 農家の生活状況

当地域において，各農家はどのような生活をしていたのか，かれらの家計費

の内容と構成がどのような特徴をもっていたのかという点を観察すれば下記の

表２－１で示すとおりである。

１４）愛媛県内務部・農林課編『愛媛県下農家の経済及その生活現況資料』，大正１３（１９２５）
年，「農業一般」参照，以下『生活現況資料』と称する。

１５）『生活現況資料』，p.１２４～１２５参照。

１９２ 松山大学論集 第１７巻 第４号



� 飲食費

表２－１をみて，最大金額を示すものは飲食費であり，家計費の総額の半分

ほどを占めている。そして，所得が多い場合では，小作農よりは自小作農，自

小作農よりは自作農になるほど，家計費総額中に占める飲食費の割合は少な

かったのである。

また，飲食費の中に，大きな比例を占めるのは米・麦である。当時，多くの

農家の食事は米・麦混合を用い，米６分・麦４分は上位に属し，米３分・麦７

分は普通の状況であった。この米に関して，不合格及び�米の多いことは当然

のことであり，代替品として粟の代食も多かった。日常飲食物は極めて粗食に

なっていたが，米の消費量を増やし，麦の消費量を漸減していた傾向がみられ

る。なお，米の消費量について，自作農は小作農より大きくなっており，山間

部農家より平坦部農家の方が大きかった。

費 目
平 坦 部 山 間 部

５反以上１町歩未満 １町５反未満 １町５反以上２町歩未満 ５反以上１町歩未満 １町５反未満 １町５反以上２町歩未満
自作 小作 自作兼小作 自作 小作 自作 小作 自作 小作 自作兼小作 自作 小作 自作 小作

飲食費 ４０８．６３ ３４９．４９ ３７２．４９ ５１８．３５ ４４２．３９ ５９３．８４ ４９９．７６ ４１６．７１ ３１７．３５ ３５３．４２ ４８７．２５ ３７１．０７ ５３２．３２ ３８３．０３
光熱費 ４８．１４ ３５．２２ ４５．８３ ５７．５ ４５．８４ ６９．１４ ５０．０９ ５１．４ ４２．８９ ３６．６５ ５５．２２ ３３．３８ ５３．８ ２５．４７
交際費 ４３．４５ ２２．６１ ３５．６９ ４９．０９ ３４．０９ ６０．６７ ３５．９ ３３．４３ ３６．２８ ２８．５７ ３４．９２ ３２．１２ ６４．０７ ３０．７５
被服費 ７７．６８ ５８．９１ ６９．８２ １２４．８２ ６２．５７ １３７．９４ ９１．６３ ６０．２１ ６４．９５ ５２．３１ １１２．６７ ５３．７ ９２．５７ ４５．７４
教育費 ４１．７３ ２２．８２ ６９．４５ ７２．３６ １８．７１ １１０．６４ ２２ １４．１１ ７．７ ６１．３５ ２５．２６ ９．２ ２７．６４ １３．９５
備品費 ２０ １１．９５ １１．５５ ２１．１８ ９．７１ ５２．０７ ２２．３８ １２．１３ ７．７３ ９．６３ ２２．３１ １３．５ ２７．２ ８１．６５
修繕費 １０ １０．３６ １４．５５ ２７．２７ １８ ２４．８６ １５．３１ １１．５４ ３．７ ８．０７ １０．９ １２．２ １２．０４ ５．６５
臨時費 ５１．３６ １３．９１ １８．５５ ３６ ２３．５７ ３５．７６ ２０．１３ ２６．７３ １３．４６ １７．０７ ７２．２ ２０．４ ４７．４９ １０．０７
負債利子 １２ １８．８２ ４５．４５ １６．３６ ３０ ６２．１４ ４０．５ ３２．９２ ２５．６５ １３．７５ ４０．０３ ８０．１ １０１．１４ ６６．６３
雑 費 ２７．４５ ２３．３２ １９ ４８．０９ ３９．５７ ５３．２１ ３３．１３ ３６．４４ １２．６８ １０．７７ １９．４４ １５．６ ４８ ２７．１５
諸負担 １２６．５５ １４．８１ ５９．８４ １５８．６２ ２３．４１ ２６４．４２ ２４．８ １０５．４７ １６．５４ ４３．６８ １４３ ２９．４８ １９８．３６ ２５．１５
寄付金 １５．７３ ４．８２ １１．８２ １６．１８ ９．４３ ３４．９３ １２．４５ １３．６７ ３．１ ９．７３ １２．８ ６．８５ ２５．７９ ８．１５
合 計 ８８２．７２ ５８７．０４ ７７４．０４１，１４５．８２ ７５７．２９１，４９９．６２ ８６８．０８ ８１４．７６ ５５２．０３ ６４５ １，０３６ ６７７．６ １，２３０．４２ ７２３．３９

表２－１ 大正１０年愛媛県農家の家計費 （名目額）（単位：円）

注）愛媛県内務部・農林課編『愛媛県農家の経済及その生活現況資料』，大正１３（１９２５）年，
P．９２より作成。
（分析する便宜の上で，原資料の農業経営費を除いた）

戦間期における農家生活水準の階層性 １９３



� 被服費

表２－１をみると，土地規模にかかわらず，被服費平均支出金額において，

自作農は１００．９８円であり，小作農は６２．９２円である。小作農より自作農の被

服費の支出はほぼ４割近く大きくなっていたが，生活費の総額に対する被服費

の割合をみると，自作農（平均）は９．５４％であり，小作農（平均）は８．５６％

であり，ほとんど変わらなかった状況であった。この原因を求め，原資料によ

り，「農家は日常堅牢になる木綿衣を着用し，外出の時のみ絹衣などを着用し

ている。生産活動に従事する時，常に男子は襦袢股引を着用し，女子は平常と

異なる所はなくて，長衣を着用している」１６）と具体的に記述した。つまり当時

の被服の状況は一般に極めて質素になり，近代文化の進行に伴い，次第に贅沢

になっている傾向がみられるが，この現象は，ただ一部余裕をもっていた農家

に出現し，農村の現状と結びついて考えれば，時勢の推移に伴う自然の現象に

すぎないと推測される。

� 住宅状況

当時農家の住宅は概して草藁或いは瓦葺平屋建てになっている。中流以上の

農家は衛生的な装置を揃えているが，小農家は極めて粗悪にしている。多くの

農家は寝室・居間などの区別がない状態であり，採光も乏しく，非衛生的な状

況になっている。住宅の改善が必要であったことが分かる。

� 労働状況

平坦部において１町５反以上の自作農の家族人員は，一般に平均して７人強

であり，最も少ないのは山間部の１町５反以上の小作農で平均家族人数６人弱

である（当時，家族人員が１０人を超えていた自作農は少なくなっていた）。

家族人員の中で，労働に従事する人員の多いのは山間部１町５反以上の小作

農家であり，最も少ないのは平坦部１町５反未満の農家である。生産活動に従

事する日数は年間で，男１５０～３００日，女１００～２００日位であり，自作農の場合

１６）『生活現況資料』，p.１２６。
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には比較的，多く働いている。季節的に見る時，１日の労働時間は，春秋８～

１１時間，冬期７～１０時間の程度であり，農繁期は１２～１５時間の長時間に達す

る。休日は年間約２０～６０日にして，その主なるものは正月・盆節・祭礼など

である。

� 娯楽状況

娯楽の状況は定期の設置がなく，都会付近の村落に休日を利用して，時折芝

居活動・写真等の観劇をする程度のものであった。また，海岸地方においては

地引網に慰安を求めることがあり，山間部においては親族知人同士が集まり，

飲食などをすることがあった。

� 保健衛生費

保健衛生状況において，農家は健康を守るため，家庭内薬を常備しておくこ

とや，風呂などを設置すること以外に，衛生設備の特筆すべきものがなかっ

た。また，衛生講話によりその知識を向上して，あるいは規定の清潔法に従っ

て行うこともあった。一方，医師・産婆等は相当普及していたが，その質及び

設備などが十分ではなく，特に山間部においてそれらの乏しい所が多かったの

である。１７）

３ 生活水準の格差

以上は大正１０年対象として各農家の生活状況に関する紹介であるが，実際

に，土地の規模によって各農家の収支状況は決して一様ではなかった。特に，

階層別からみると，どのような差異があったかという点について，次の表２－

２にまとめる。

表２－２は，愛媛県農家１戸当たりの農家収入，農家支出を整理したもので

あり，これに関する収支計算を階層別にみると，山間部と平坦部を対比すれば，

前者の収入は後者より低収入であり，残余もすくなくなっている。その上で，

１７）『生活現況資料』，p.１２５。
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農家の中に，１町５反以上の耕作をする者の経済は比較的安定しており，１町

以上１町５反未満の者がそれに次ぐ。かれらは農村の中堅を成すものとして，

両方共に余剰が比較的多かったのである。また，自作農家と小作農家を対比す

ると，前者の方は一般に経済状態が良好であり，最も安定していたのは１町５

反以上の自作農家である。

� ５反以上１町未満

この階層の農家生活は甚だしく，経済状態は不安定であり，国内経済の不振

や天変地異等の際には，いきなり窮状を呈する状況になっている。その上で，

自作農は３ヶ年平均約１００円の残余を示すが，財産はすくなくなっていた。平

坦部においてはその見積総額は約１２，０００円，山間部においては約８，０００円に

種 別
５反以上１町未満 １町以上町５反未満 １町５反以上

自作 小作 自作兼小作 自作 小作 自作 小作

平

坦

部

大正９年
農家収入 １，３６３．９９１，２５９．２８１，３９０．２４２，２７４．１４１，７７７．８６２，８５１．６２２，９２２．７３
農家支出 １，３０１．６２１，３３２．７４１，３２０．８２１，９０９．２７１，８００．１７２，４３４．５３２，５２７．２２
差 引 ３２．３７ －７３．４６ ６９．４２ ３６４．８７ －２２．３１ ４１７．０９ ３９５．５１

大正１０年
農家収入 １，２３４．１３１，１８３．９５１，３４８．７５２，０７８．１１１，６０４．１４２，４６１．８６２，３７０．９０
農家支出 １，２１３．９２１，２１７．２９１，３１４．０９１，７９３．６２ １５９７．１１２，１９７．７３２，２０７．２９
差 引 ２０．２１ －３３．３４ ３４．６６ ２８４．４９ ７．０３ ２６４．１３ １６３．６１

大正１１年
農家収入 １，２５０．９７１，２００．７０１，３１４．７８２，０２１．６９１，６０７．６４２，７０３．１９２，３８０．５１
農家支出 １，２８７．７８１，２９９．４７１，２７９．６１１，９８８．１０１，５８２．０４２，３２２．９２２，２４０．７６
差 引 －３６．８１ －９８．７７ ３５．１７ ３３．５９ ２５．６０ ３８０．２７ １３９．７５

山

間

部

大正９年
農家収入 １，１１３．４６１，０６５．４７１，１１５．００１，６８０．１６１，５１１．６５２，０６０．１７１，６２２．３９
農家支出 １，０８０．１１１，０４０．０１１，０３９．４６１，４４０．１７１，４４９．５４１，８０７．２４１，５７６．２７
差 引 ３３．３５ ２５．４６ ７５．５４ ２３９．９９ ６２．１１ ２５２．９３ ４６．１２

大正１０年
農家収入 １，６２２．３９ ９２２．０９ ９９８．４８１，４４２．４７１，３２１．１６１，８７０．３８１，４８０．７３
農家支出 １，０１５．７９ ９０５．５８ ９６９．７５１，４１３．４９１，３０５．３７１，６９４．６６１，４８５．７２
差 引 ６０６．６０ １６．５１ ２８．７３ ２８．９８ １５．７９ １７５．７２ －５．０９

大正１１年
農家収入 ９７２．７７ ８６５．５３１，１６０．３６１，３７０．９２１，３９８．８０２，１００．２１１，４６２．５４
農家支出 １，０３７．２５ ９１２．８８１，０４３．８６１，４７８．６４１，２８１．８２１，７６７．０４１，４５１．８７
差 引 －０．６５ ４７．３５ １１６．５０ １０７．７２ １１６．９８ ３３３．１７ １０．６７

平坦部差引計 ４５．７７ －２０５．５７ １３９．２５ ６８２．９５ １０．３２１，０６１．４９ ５９８．８７
山間部差引計 ５７４．９５ －５．３７ ２２０．７７ １６１．２５ １９４．８８ ７６１．８２ ５１．７０
平 均 １０３．４５ －３３．４９ ６０．００ １４０．７０ ３４．２０ ３０３．８９ １０８．４３

表２－２ 農家の収支状況 （単位：円）

注）『生活現況資料』，p．１０３。
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過ぎなかった。� また，蓄財に乏しく，一旦有事になると，いきなり負債を抱

え込むという状態になっている。そして，大正９年は財界の好況により剰余が

僅かにみられるが，大正１０年，１１年において，収支相殺できない農家が最も

多かったのがこの階層にあたる。

この階層の小作農は農家中下位に属し，収支の状況は３ヶ年平均で赤字に

なったため，収支状況は最も不安定となっていた。その財産をみると，８，０００

円から２，０００円に減少し，農業収入において彼らの生計を図ることは困難に

なったため，余剰労働力を利用して副業或いは労賃収入を求めることは当然な

ことであった。

自作兼小作農の場合には最も安定して，差引は３年連続で黒字になってい

た。その財産を見ると，平坦部において約８，０００円，山間部において約４，０００

円になっていた。�

� １町以上１町５反未満

自作農において，３ヶ年平均収支は約１４０円の余剰を示していた。この原因

はその累年収支の状況に対して，収支相殺できないことがなかったためと思わ

れる。しかし，その収入の大部分は農業収入であったため，農業生産物価の上

昇・下落がこの階層の生活に大きな影響を与えていたことが考えられる。一

方，農家の財産は平坦部において約１５，０００円，山間部において約１２，０００円�

で，それに属する農家は第二の多数を占めている。

小作農において，その収支状況は５反以上１町５反未満の自作農と大体同じ

であり，３ヶ年平均余剰は約３４円，財産としては約２，０００～３，０００円であり，�

かれらの状況が小作農においては最も一般的な形であった。

� １町５反以上２町未満

自作農において，３ヶ年平均は約３００円の余剰であった。小作農の場合には

最も安定したのであるが，財産は約３，０００～４，０００円� にすぎない。１８）

１８）上記の�～�は『生活現況資料』，p.１２６参照。
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以上のことを要約すると，１町歩以上の自作農を代表として中間農家の生活

水準が最も安定しており，彼らは農村の中堅になっていた。しかし，当地域農

家の生活費において，被服費，教育費，嗜好費などの支出が少額であったため，

生活構造の変容がやや遅れた印象があり，生活水準が全国平均より下位になっ

ていた。

第三節 個別農家生活水準の階層性

昭和８，９年において，各種農業政策の基調又は農家経済更新の重点を明瞭

にするために，農林省よりの委託を受け，大正１０年以来県下の代表的地方農

家を選定配置し，正確に記帳を指導し，厳密な調査を継続し，「昭和８（１９３３），９

（１９３４）両年度農家経済の実相」を取り纏めたものである。１９）

◆ 米麦作地方――旧越智郡富田村

１ 農家の概況

当地域は愛媛県における典型的な米麦作地帯に属し，かつては養蚕も相当営

まれたが，昭和期に入ってから著しく減少し，それに代わり，養鶏が盛んになっ

ている。調査農家の自小作別は下の表３－１の通りである。

１９）本節で利用した資料は，愛媛県農会編『昭和８，９年両年度農家経済の実相』，昭和１０
（１９３５）年，農業経営改善資料の第４号である。調査農家は愛媛県の二つの代表地方（米・
麦作地方，養蚕地方）において，自作，自小作，小作という標準で各５戸を選び，説明し
ている。以下『農家経済の実相』と称する。

１号農家：自作農

２号農家：自小作農

３号農家：小作農

種 目
１ 号 ２ 号 ３ 号

昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年
家 族 員 数（人） ９ ９ １０ １０ ６ ６
農業従業者数（人） ５ ６ ４ ４ ２ ２
児 童 数（人） １ － ５ ５ ４ ４
農業用耕地（反）１８．７１ １８．７１ １１．６１ １１．６１ ９．７０ ９．７０

表３－１ 農家の概況
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１，２号農家の家族員数は普通より大きい，特に１号農家は生産に従事し得

る者も多く，従って農業経営規模も一般より大である。児童数においては２，

３号農家に多く，このことは教育費に影響を与える。また，２号農家は娘のみ

であり，婚期を控えることもあったため，被服費は不可避的に膨張せざるを得

ない。

本村専業農家の平均農業用耕地は約９反５畝前後であり，自小作関係ではそ

の７０％近くが小作地である。したがって，２，３号農家の平均でも当村の普

通なものより少々恵まれた条件の下にいると言える。１，２，３号の平均で

は，１農業労働能力当たりの耕地は約３反５畝である。

２ 農家の収支状況

調査農家生活状況を検討すれば，３号農家は米麦を中心とし，それに養蚕を

僅かに加えて，農業を経営していることが分かる。ところが，２号農家は８年

度から成鶏１００羽を購入し，それが９年度には成鶏３００羽の規模になっていた

ため，養蚕から養鶏へ転向していたことが分かる。また，１号農家では農産加

工も行われ，９年度末桑園を全て整理した。

� 農業収入

表３－２に示すように，農業収入において，１号，２号農家が２，０００円前後

であったのに対して，３号農家は１，０００円前後に減少していたことがみられ

る。この主な原因は稲作の内販売によるものである。１号農家は収穫した米の

７割以上が販売されたため，かれらの生産物はほとんど現金収入に転化してい

たことが分かる。このことに対し，３号農家は収穫した米の６割以上を自家消

費し，昭和８年で４割，９年度で２割と僅かに３０％余ぐらいしか販売してな

かった。これが，自作農と小作農の現金収入の格差が生じた原因である。

一方，養鶏をはじめた２号農家は，米の販売量は半分までいってなかった

が，養鶏の９割以上が販売されたため，昭和８年から昭和９年にかけて，現金

収入が倍以上増加した。昭和９年，繭価が下落したため，３戸共に著しく養蚕

戦間期における農家生活水準の階層性 １９９



収入が減じた（１号１６０円，２号１９０円，３号１００円が減じた）。特に，３号

農家はその影響を大きく受けた。

そして，昭和８，９両年度の農業収入を平均すれば，現金に対する現物の割

合は，１号農家は７：３であり，２号農家は６：４，３号農家は５：５であっ

た。小作農，自小作農より，自作農の農産物が商品化される割合が高く，生活

の余裕をもっていたと思われる。

� 農業支出

表３－３により，昭和８年の農業支出の総額において，１号農家は６８３円，

２号農家は７５０円，３号農家は４６３円であり，昭和９年になると，７９２円，

１，１２２円，５３１円になっていた。この中で，最も増加していったのは２号農家

の３７３円である。なぜなら，前述したように養鶏のシェアが増大し，飼料代が

大きく増えていったためである。農業支出の中で，現物支出の大部分は小作料

や肥料代などであり，減価額は農家の実際支出ではないが，将来同じ状態で経

営を持続するために，毎年これらの金額を貯蓄し，将来に備えるところがなけ

種 目
１ 号 ２ 号 ３ 号

昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年

耕 種

稲 作 ９０５．６３ １，２９４．６９ ５７２．７１ ５６１．３３ ５５８．４９ ５７１．７３
（内販売） ７２４．５８ ８５１．５０ ３５１．２１ １７７．５０ ２１９．８０ １３９．６９
麦 作 ３３５．１４ ４８８．０６ ２５７．１２ ２６０．２８ １６９．９９ ２４０．００
（内販売） ３３１．７３ ３９９．４５ ２１３．６４ － １３７．４４ ２３８．６０

養 蚕 ２２８．６５ ６８．５９ ２２３．９８ ３６．５５ １７６．２３ ７０．０６
（内販売） ２１９．０５ ６８．５９ ２１７．９８ １２．７５ １７６．２３ ６９．３６
養 畜 １３２．６８ ２１４．１２ ６０２．４４ １，３８９．７６ １０６．０１ １１９．７０
（内販売） ８８．５５ １３８．００ ２７５．１９ １，２３７．４６ ８４．０１ １０１．２６
そ の 他 ９０．２９ ６５．９７ ９２．３８ ５３．３５ ３２．１３ ２０．４５
（内販売） ４１．３１ ７１．５０ ５７．０４ ２２．１５ ５．５０ １．９６

合 計 １，６９２．３９ ２，１３１．４３ １，７４８．６３ ２，３０１．２７ １，０４２．８５ １，０１８．９４

内 訳
現 金 １，４０５．２２ １，５２９．０４ １，１０９．０６ １，４４９．８６ ６２２．９８ ５５０．８７
現 物 ２８７．１７ ６０２．３９ ６３９．５７ ８５１．４１ ４１９．８７ ４６８．０７

表３－２ 農 業 収 入 （単位：円）
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ればならない性質のものである。この点からみれば，この時期，さまざまな経

済変動に対応するとともに，農家は各自の農業経営を有効的に調節することが

できる。

一方，注目するのは，自作農と小作農との農業支出の内訳である。資料の記

録によって，自作農が肥料，諸負担，家畜代等の項目の支出が大きかったこと

に対し，小作農は，ただ小作料のみ４０％近くを占めていたことがみられる。

また，現金支出において，小作農は土地購入で発生した負債の利子を加えると，

この２項目だけで５１％に達することがみられる。２０）つまり，小作料を払うこと

は，小作農にとって大きな負担となっていたことがわかる。

� 農業所得

農業収入から農業支出を引くと，農業所得が得られる。表３－３で示すよう

に，昭和８年から昭和９年にかけて，１，２号農家が１，０００円前後から１，２００

～１，３００円に好転していたのに対し，３号農家は８年の５８０円から９年の４８０

円と約１００円を減少したことがわかる。

２号農家の現金収入が１号農家より小さくなっていたのは，昭和８年から

養鶏飼料の購入・諸設備の投資に多額の現金支出を要したことやこの年度に資

本の回収がまだできなかったためである。また，農業所得を１単位当たりで，３

２０）『農家経済の実相』，p.１８。

種 目
１ 号 ２ 号 ３ 号

昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年
農 業 収 入 １，６９２．３９ ２，１３１．４３ １，７４８．６３ ２，３０１．２７ １，０４２．８５ １，０１８．９４
農 業 支 出 ６８３．８６ ７９２．３６ ７５０．２２ １，１２２．７７ ４６３．９４ ５３１．７１
農 業 所 得 １，００８．５３ １，３３９．０７ ９９８．４１ １，１７８．５０ ５７８．９１ ４８７．２３

現 金
収 入 １，４０５．２２ １，５２９．０４ １，１０９．０６ １，４４９．８６ ６２２．９８ ５５０．８７
支 出 ５２２．０８ ６４４．１３ ６０７．６７ ９９９．５１ ２７５．９７ ３００．０６
所 得 ８８３．１４ ８８４．９１ ５０１．３９ ４５０．３５ ３４７．０１ ２５０．８１

表３－３ 農 業 収 支 （単位：円）
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戸を比較すれば，両年平均で，１号農家は６５円，２号農家は９４円，３号農家

は５５円であり，２号農家の経営が最も優れ，３号農家（小作農）は最も恵ま

れない条件下にいることが判断される。現金収入における３戸を比べ，１号農

家は上位であり，２号農家は中位であり，３号農家の生活は最も苦しかったの

である。２１）

� 農業外所得

ここで，注意すべきは，農業外所得である。いうまでもなく，主たるものは

兼業収入であり，表３－４をみて，１，２号農家は２５０円～３００円であり，３

号農家は５０～８０円の間で推移していた。また，兼業収入の中で，大部分を占

めていたのは俸給労賃収入である。これは，１号，３号農家は日雇により，２

号農家は主に小作料を徴収したことである。なお，家事収入とは，１号農家で

昭和９年不幸が発生したための香典や２号農家の娘が結婚する時の歓びなどで

ある。

� 農業総所得

農業所得に農業外所得をたすと，農家の総所得が得られ，表３－５で示すよ

うになっている。１，２号農家は大体等しく，１，２００～１，５００円であり，３号

２１）『農家経済の実相』，p.２０。

種 目
１ 号 ２ 号 ３ 号

昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年

兼業収入
俸給労賃 ２１６．８１ １０９．７０ ２２５．９０ ２１９．１８ ３９．７０ ３５．３０
財産収入 ７７．４４ １２４．９５ ５８．３６ ６７．５７ － －
そ の 他 － － － － ５７．２０ ２６．９０

兼業収入小計 ２９４．２５ ２３４．６５ ２８４．２６ ２８６．７５ ９６．９０ ６２．２０
兼 業 費 ２６．０９ ２８．９８ ３７．０２ ２９．８３ １２．８６ １４．６３
家 事 収 入 － ５２．００ １９．５０ １１７．１０ ２．５０ ３．００
農 業 外 所 得 ２６８．１６ ２５７．６７ ２６６．７４ ３７４．０２ ８６．５４ ５０．５７
（内現金所得） １９０．７２ １６８．７２ ２３１．６３ ３２６．４５ ５５．０４ ３８．５７

表３－４ 農業外所得 （単位：円）
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農家は遥かに低下して５００～６００円である。現金のみの場合には，１号農家は

１，０００円，２号農家は７５０円前後，３号農家は３００～４００円であり，各農家の

収入状況の格差が一目瞭然である。

３ 家計費

表３－６をみると，昭和９年は１号，２号農家にとって変動があった年（即

ち前者は伝染病のため３人が患病して，内２人が死亡していたことであり，後

者は娘が結婚したことである。）であるため，衛生費，冠婚葬祭費や「その他」

などの費目の膨張を注意しなければならない。

家計費の総額において，１，２号農家は１，０００円前後，３号農家は４００円前

後に著しく下がったことがみられる。その上，自給化割合を計算すれば，１号

農家は２０．９％，２号農家は３７．８％，３号農家は５０．０％になっている。しか

し，この事は直ちに，１号農家より３号農家は自給化が巧みに行われたという

意味ではなく，自給しえるもの以外の――即ち飲食費以外の経費を切り詰め

ざるをえなかったことから，相対的に自給化割合が大きくなっているにすぎな

い。

自給現物の大部分はいうまでもなく，飲食費である。その支出が総家計費に

対する割合は，１号農家は３８．９％，２号農家は４１．２％，３号農家は５３．９％と

なっており，この原因は前記の説明より明瞭になった。

米・麦の消費量は１人当たり（３戸２ヶ年平均）で，１号農家は，米２４．１２

円・麦７．０１円で，２号農家は，米２４．７１円・麦７．４６円で，３号農家は，米

種 目
１ 号 ２ 号 ３ 号

昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年
農 業 所 得 １，００８．５３ １，３３９．０７ ９９８．４１ １，１７８．５０ ５７８．９１ ４８７．２３
農業外所得 ２６８．１６ ２５７．６７ ２６６．７４ ３７４．０２ ８６．５４ ５０．５７
合 計 １，２７６．６９ １，５９６．７４ １，２６５．１５ １，５５２．５２ ６６５．４５ ５３７．８０
（内現金所得） １，０７３．８６ １，０５３．６３ ７３３．０２ ７７６．８０ ４０２．０５ ２８９．３８

表３－５ 農業総所得 （単位：円）

戦間期における農家生活水準の階層性 ２０３



２２．５０円・麦４．３６円で，約７対３の割合で消費された。注意するのは，３号

農家の麦の消費量は１，２号農家より少なくなったことである。これは，生活

の余裕を表すことではなく，生活費を抑えるため，飲食費をぎりぎりまで切り

詰めたからだろう。また，３戸農家とも米対麦の割合は，１人当たりで約７対

３の比で消費され，食事はまだ米・麦を混合していた状況から脱出してなかっ

種 目
１ 号 ２ 号 ３ 号

昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年
住 居 費 １７．７６ １７．０９ ７．１０ １１．６８ ７．７５ ７．５０

飲食費

米 ２２９．１８ ２０５．０６ ２３３．５９ ２６０．６０ １１４．２２ １５５．８８
麦 ７６．６８ ４９．５１ ６６．９９ ８２．２８ ２９．９１ ２２．３６

肉 卵 類 ３０．８０ ４７．７３ ２９．３９ ６２．１０ １３．１９ １４．９２
調 味 料 １７．０６ １７．９８ １８．４１ １３．７５ １３．３９ １６．８６
そ の 他 ４４．１９ ４６．４９ ３９．８９ ２７．５１ ２７．４３ ２１．８３

計
現 金 ６２．８３ ９７．１４ ７１．３４ ５４．９８ ３６．８５ ３７．３４
現 物 ３３５．０８ ２６９．６３ ３１６．９３ ３９１．２６ １６１．２９ １９４．５１

飲 食 費 合 計 ３９７．９１ ３６６．７７ ３８８．２７ ４４６．２４ １９８．１４ ２３１．８５
光 熱 費 ３５．８９ ２９．９４ ３４．９９ ２２．１６ ３４．５１ ３４．３０
被 服 費 １２１．２０ ８４．４５ １２５．９３ １５０．６９ ３６．０７ ３２．４０
什 器 費 １３．２０ １９．６７ ２０．３４ ３３．３０ ９．０７ ２６．２４
教 育 費 ７．４１ ８．４２ １４８．１５ １０７．６７ ７．９１ ７．７５
修 養 費 １．６０ １．４０ ２．７４ １１．４２ ０．６５ １．７５
交 際 費 ２４．９２ ３２．７２ ７５．２２ ６２．０７ ２２．３５ １０．９６

嗜好費

酒 １８．５０ ２０．６０ １９．００ ２８．６０ １２．１０ １２．３０
煙 草 １２．０６ ６．８７ ２０．３３ １１．８２ － －
そ の 他 １５．６４ ２１．１８ ２８．８１ １７．３５ １１．８２ １０．９０
計 ４６．２０ ４８．６５ ６８．１４ ５７．７７ ２３．９２ ２３．２０

娯 楽 費 ３．１０ ３．３０ １９．７４ ６．２９ １．１３ －
衛 生 費 ８３．２２ １，０７１．５５ ９．８２ １７．２６ １４．２９ １１．２２
冠 婚 葬 祭 費 ３２．６３ ２３１．４２ ２．３４ １４６．８３ ６．９４ ８．３３
諸 負 担 ３７．１４ ３２．９７ ８．８０ ２０．８０ ９．９０ ８．２７
家事負債利子 １４９．３８ １０４．９８ － － ９．００ ２．００
そ の 他 ５０．４８ ３１．２０ ３１．４０ ６７．６３ ４．０４ ５．１０
合 計 １，０２２．０４ ２，０８４．５３ ９４２．９８ １，１６１．８１ ３８５．６７ ４１０．８７

表３－６ 家 計 費 （単位：円）

２０４ 松山大学論集 第１７巻 第４号



たと推測される。なお，１人当たりでの乳肉卵類の消費量は，１，２号農家は

４円５０銭であり，３号農家は２円３０銭である。２号農家が多めに消費できた

のは自家養鶏によるところが多かったと推測される。

被服費は食物費に次ぐ第二の支出である。１人当たりで，１号農家は１１円

４０銭，２号農家は１３円８０銭，３号農家は５円７０銭を示している。家族員数

から考えれば，１，２号農家の９人，１０人に対して，３号農家は６人であ

り，被服費の支出が小さくなっていったのは当然なことである。一方，生活水

準を比較すると，１，２号農家より３号農家は低くなっていたが，日常生活を

維持するために，被服費，文化費などを切り詰めざるをえなかったことである。

次に，「諸負担利子」を除いた教育費，修養費，交際費，嗜好費，娯楽費，

衛生費などの文化費について検討してみる。これらの費目が総家計費に対する

割合は，１号農家は２４．４％，２号農家は３７．９％，３号農家は１６．６％である。

前述したようにここで３号農家が文化費を切り詰めていったことが現れてい

る。２号農家において，娘は中等学校に通学していることから，教育費はかな

り大きかったとみられる。また，３戸共に修養費，娯楽費などの支出が僅かな

ので，当時，農家生活に余裕がないような事実が反映された。なお，３号農家

は煙草を好まないため，この費目の支出は３戸平均では低くなっていった。し

かし，酒，煙草，「その他」などの嗜好費の合計金額は１戸当たりで４０余円と

なっていたため，この時期，農家の生活水準が苦しい状況になっていたが，生

活水準の質の向上がみられる。

４ 農家総所得

以上のことを計算すれば，表３－７に示すようになっている。１号農家の昭

和９年の赤字を除けば，３戸共に若干の余剰が見られる。現金の黒字は貯金，

預金の引き出しや負債により処理されねばならないことと考えられ，赤字の場

合には，貯金，預金になるか，負債の償還に当てられたか，あるいは経営上，

新資本として投下されたかという選択肢が考えられる。

戦間期における農家生活水準の階層性 ２０５



要するに，２号農家の生活は最も裕福であり，次は１号農家で，３号農家の

生活は最も苦しかった。一方，農家総所得と家計費別々にみれば，３号農家と

１，２号農家の間で大きな格差があったため，この時期，農家の生活水準の格

差を縮小することがみられなかった。

◆ 養蚕地方――旧西宇和郡千丈村

１ 農家の概況

当地域は愛媛県の畑地帯に属し，畑は耕地の７割強を占めている。農業は養

蚕を主とし，米，麦，甘藷，柑橘等を加える養蚕地方の代表的な地域である。

調査農家の自小作別は下の表３－８の如くである。

４，５号農家共に家族員が多く，児童数も多い。そして４号農家は９年度に

３男を年期奉公に出した（次男は従来から家を離れていた）。５号農家の長男

は専門の竹細工に従事し，自家の農業経営に従事するところがなかった。両農

家共兼業に，または出稼ぎに出るという現象は耕地の縮小，または繭価の下落

と照合して留意すべきことである。

４号農家：自作農

５号農家：小作農

種 目
４ 号 ５ 号

昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年
家 族 員 数（人） ８ ７ ８ ８
農業従業者数（人） ３ ３ ３ ２
農業労働能力（人） ２．８ ２．８ ２．３ １．５
児 童 数（人） ４ ３ ４ ４
農業用耕地（反） ８．３１ ８．３０ ６．９２ ５．４０

種 目
１ 号 ２ 号 ３ 号

昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年
農家総所得 １，２７６．６９ １，５９６．７４ １，２６５．１５ １，５５２．５２ ６６５．４５ ５３７．８０
家 計 費 １，０２２．０４ ２，０８４．５３ ９４２．９８ １，１５５．４２ ３８５．６７ ４１０．８７
差 引 余 剰 ２５４．６５ －４８７．７９ ３２２．１７ ３９７．１０ ２７９．７８ １２６．９３

表３－７ 農家総所得 （単位：円）

表３－８ 農家の概況

２０６ 松山大学論集 第１７巻 第４号



当地域で，専業農家の平均耕地は７反前後であり，その耕地の７０％強を占

めるのは畑であり，自作地は８０％以上に及んだ。４号農家は村の中堅層ある

いはそれ以上の階層と言われ，２戸平均の１農業労働能力当たり耕地は約３反

１畝弱である。

２ 農家の収支状況

表３－９により，調査農家において，農業収入の現金収入はほとんど養蚕部

門からえられ，米・麦は自家消費分だけを生産した。しかし，５号農家は小作

農であるため，自家消費分さえも不足な状態であった。

� 農業収入

農業収入において，昭和８年４号農家は７６０円，５号農家は５４０円であり，

９年度になると，繭価が暴落したため，各農家は約２００円を減少していたこと

がみられる。

両農家の販売していた農産物の割合は４号農家は養蚕１００％，「その他」

種 目
４ 号 ５ 号

昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年

耕 種

稲 作 １０２．３０ １１３．１３ １０６．０４ １３１．７４
（内販売） － － － ７．７７
麦 作 ３２．９６ ５０．３４ ４２．６７ ６６．８４
（内販売） － － － －

養 蚕 ４１５．２７ １６６．０４ ２９２．３３ １６２．５９
（内販売） ４１５．２７ １６６．０４ ２９２．３３ １６２．５９
養 畜 ４２．２５ １１４．５３ － －
（内販売） ０．８７ ７５．００ － －
そ の 他 １６９．０７ ２０７．９１ １０３．５３ ６２．４２
（内販売） １００．５７ １７４．１７ ４．７０ ９．３６

合 計 ７６２．０５ ６５１．９５ ５４４．５７ ４２３．５９

内 訳
現 金 ５１６．７１ ４１９．２１ ２９７．０３ １７９．７２
現 物 ２４５．３４ ２３２．７４ ２４７．５４ ２４３．８７

表３－９ 農 業 収 入 （単位：円）

戦間期における農家生活水準の階層性 ２０７



７２．８７％，５号農家は米・麦０．２％，養蚕１００％，「その他」０．８％を示した。４

号農家の林野現金収入を除けば，販売金額の大部分が養蚕に依存していたこと

が分かる。したがって繭価がいかに変化していたかということが当農家の農業

収入にかなり影響を与えたことが想定された。一方，租税，金肥，蚕種，被服

費，酒，煙草，負債利子などの現金支出が当時農家にとってかなり負担になっ

ていったため，繭価下落による現金収入の減少は，兼業収入（その大部分は賃

取労働である）や財産の売却，負債によって行われなければならなかったと推

測される。

� 農業支出

農業支出において，表３－１０をみて，昭和８年４号農家は約１８０円，５号

農家は２２０円であり，昭和９年になると，両方とも若干を減少していたことが

記録される。

反当支出（農業支出を１単位当たりで）２ヶ年平均を両農家比較すれば，４

号の２０円（内，負担小作料：６．３円，肥料代：３．５円）に対して，５号は３５

円（内，負担小作料：１５．５円，肥料代：７．１円）になっている。２２）小作農より

自作農は条件により，経営の利があったことがみられる。また，４号農家の肥

料代がある程度節減されたのは，養蚕や養畜を行うことからであった。５号農

２２）『農家経済の実相』，p.４５。

種 目
４ 号 ５ 号

昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年
農 業 収 入 ７６２．０５ ６５１．９５ ５４４．５７ ４２３．５９
農 業 支 出 １８１．００ １５２．０７ ２２３．９３ ２０５．６４
農 業 所 得 ５８１．０５ ４９９．８８ ３２０．６４ ２１７．９５

現 金
収 入 ５１６．７１ ４１９．２１ ２９７．０３ １７９．７２
支 出 １６０．３５ １３１．４２ １５６．１７ １１７．１０
所 得 ３５６．３６ ２８７．７９ １４０．８６ ６２．６２

表３－１０ 農 業 所 得 （単位：円）

２０８ 松山大学論集 第１７巻 第４号



家は小作料の圧迫の下で，増収するために，金肥の支出が多かったのであった。

一方，経営費の構成をみると，小作料，諸負担，肥料代，（買桑が大部分で

ある）などが多くを占め，次に，建物，農具費などが比較的多額である。つま

り，養蚕地帯において，各農家は養蚕収入を増やすため，これらに関する固定

資本を投下していくような傾向があったとみられる。

� 農業所得

表３－１０をみて，昭和８年４号農家の農業所得は５８０円，５号農家は３２０

円である。しかし，９年度は繭価暴落のため，両農家共に１００円前後を減少し

ていた。農業所得が農業収入に対する割合は，４号農家は７６．４％，５号農家

は５５．５％であるため，農業支出が農業収入に対する割合も小さかったのであ

る。この原因は，当時農家において，労力以外の集約化がまだ充分行われてい

なかったことがあったため，農家収入を減少するとともに，肥料費などの農業

支出も節約するしかなかったということが考えられる。

� 農業外所得

農業外所得において，表３－１１をみると，両農家共２００円前後であり，兼

業収入は，４号農家にとっても，５号農家にとっても実に大きな経済の収入源

になっていったことが分かる。その内，俸給労銀収入は，主に山林収入であり，

「その他」は，５号農家の竹細工による収入であり，また，４号農家は臨時事

情があったため，香典や歓びなどの家事収入も得られた。２３）

� 農業総所得

以上のことを計算すれば，農業総所得は表３－１２になる。昭和８年４号農

家は８６０円，昭和９年７３０円であり，５号農家は各々その約半額になっている。

農業総所得に対する各項目の占める割合をみれば，兼業所得の割合がかなり

大きく，３割ほどを占め，当地域の農家にとって，これは重要な財源であった

と判断できる。

２３）『農家経済の実相』，p.４６。

戦間期における農家生活水準の階層性 ２０９



３ 家計費

表３－１３で示すように，４号農家は８年度，５号農家は９年度各々一家変

動があったため，衛生費，冠婚葬祭費は膨張していた。２４）これらの年を例外と

して，総家計費における自給化は，４号農家３２．８５％で，５号農家３９．５３％で

あり，米・麦作地方に比べ比較的低かった。

自給の大部分は無論飲食費であるが，この費目においても，その全ては自給

現物であったということはできない。即ち４号農家では１人当たりで米２０．２３

円・麦８．８９円，５号農家は米１３．５０円・麦７．１２円の量をつくらなければなら

なかった経済であった。

飲食費の総家計費に対する割合は４号農家５３．０％（昭和９年），５号農家は

２４）『農家経済の実相』，p.４９。

種 目
４ 号 ５ 号

昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年

兼業収入

俸給労銀 １８４．４２ ２０９．５８ ８５．３０ ７９．４３
財産収入 ３．１３ － － －
そ の 他 － － １３４．４８ ９８．００
小 計 １８７．５５ ２０９．５８ ２１９．７８ １７７．４３

兼 業 費 ２．３２ ２．０６ １６．１７ １４．４９
家 事 収 入 ９４．４５ ２３．１７ １２．９５ １２．００
農 業 外 所 得 ２７９．６８ ２３０．６９ ２１６．５６ １７４．９４

種 目
４ 号 ５ 号

昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年
農 業 所 得 ５８１．０５ ４９９．８８ ３２０．６４ ２１７．９５
農業外所得 ２７９．６８ ２３０．６９ ２１６．５６ １７４．９４
合 計 ８６０．７３ ７３０．５７ ５３７．２０ ３９２．８９

（内現金所得） ６３６．０４ ５１８．４８ ３５６．８７ ２３７．５６

表３－１１ 農業外所得 （単位：円）

表３－１２ 農業総所得 （単位：円）
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６２．９％（昭和８年）を示し，極度に緊縮された家計を現している。

一方，１人当たりで米・麦消費量において，４号農家は米２０．２０円・麦

８．８８円で，５号農家は米１３．５０円・麦７．１０円で，５号農家より４号農家は米

の消費量が倍ほど大になった。これ以外に，両農家共に甘藷，豆類，玉蜀黍な

どを用い，肉卵類，調味料の消費量において，５号はかなり低い程度であった。

種 目
４ 号 ５ 号

昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年
住 居 費 ２６．４５ １６．２１ ９．２９ １９．６７

飲食費

米 １４６．１５ １５７．３７ ９８．１５ １１７．９３
麦 ６３．１７ ７０．０９ ４７．７６ ６６．２１

肉 卵 類 ２３．３７ １７．２６ １３．９６ １４．５４
調 味 料 ３０．５２ ３３．２１ ２６．５４ １９．０６
そ の 他 ６６．５９ ６３．７６ ９２．４０ ７１．７５

計
現 金 １００．９９ １０３．８１ ８６．２５ １１０．２７
現 物 ２２８．８１ ２３７．８３ １９２．５６ １７９．２２

飲 食 費 合 計 ３２９．８０ ３４１．６９ ２７８．８１ ２８９．４９
光 熱 費 ３５．５９ ３１．９８ ２２．４４ ２８．８９
被 服 費 ８４．０４ ４０．３４ ２０．７３ ２２．３３
什 器 費 １９．９９ １２．４５ ６．３４ ４．６５
教 育 費 １０．３６ １７．８２ １３．１２ １５．７８
修 養 費 ５．３５ ８．５４ － －
交 際 費 ４９．１０ ３２．０２ １６．７５ １１．３１

嗜好費

酒 ４８．９０ ４３．２６ ２２．４２ １７．１９
煙 草 ７．６２ ８．５５ － －
そ の 他 ５．７３ ７．６４ ３．９８ ４．４２
計 ６２．２５ ５９．４５ ２６．４０ ４．４２

娯 楽 費 ９．０２ １６．９５ ０．３３ －
衛 生 費 ８１．４７ １５．８６ ３２．３１ １０７．３２
冠 婚 葬 祭 費 ６９．１６ ２．２９ ０．７３ １．８３
諸 負 担 １９．２１ １９．９０ ６．６１ ５．２３
家事負債利子 １９．７５ １２．９４ １．６６ ５．６３
そ の 他 ４４．８８ １６．５２ ７．８３ １９．１２
合 計 ８６６．４２ ６４４．９６ ４４３．３５ ５５２．８６

表３－１３ 家 計 費 （単位：円）
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飲食費以外の各費目共に５号農家は４号に比べ，小額であった。例えば，被

服費において，４号農家の（１人当たり）８円３０銭に対し，５号農家は２円

７０銭に過ぎない。また，酒，煙草において，４号農家は５０円前後であり，５

号農家は２０円前後であった。

なお，５号農家は修養費，或いは娯楽費とも言うべきものはほとんどなく，

日常生活水準を維持するために，一般的な文化費が犠牲にされて，生計が営ま

れる状態になっていた。

４ 農家総所得

以上のような事情の下で表３－１４を得られる。４号農家は昭和８年赤字，

昭和９年黒字になっていた。５号農家は逆に昭和８年若干の余剰がみられた

が，昭和９年は大きな赤字とならざるを得なかった。

概して，養蚕地方より米・麦作地方の農家の生活水準がよかったと思われる

一方，現金収入を増やすため，一部農家は専業農家から兼業農家に移行する傾

向がみられる。農家の生活と商品経済とのかかわりを強めるとともに，農家は

商品生産者と消費者としての二重性格が確立したが，農家の生活水準の格差が

大きくなっていた。

種 目
４ 号 ５ 号

昭和８年 昭和９年 昭和８年 昭和９年
農家の総所得 ８６０．７３ ７３０．５７ ５３７．２０ ３９２．８９
家 計 費 ８６６．４２ ６４４．９６ ４４３．３５ ５５２．８６
差 引 余 剰 －５．６９ ８５．６１ ９３．８５ －１５９．９７

表３－１４ 農業総所得 （単位：円）
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お わ り に

本論では，戦間期における農家生活水準について，階層性に焦点を当てて検

証してきたわけであるが，そこから浮かび上がってきた最大の特徴は次の点で

あった。

１ 各農家の間で，生活水準の格差が存在している

全国において，小作農より自作農，自作農より地主という順番で，生活水

準が上昇していた傾向がみられる。地主の生活が最も裕福であり，小作農の

生活が最も貧しかった。

同じ傾向が愛媛県においてみられるが，地勢や土地規模により，それぞれ

の格差があった。農家の収支状況をみると，愛媛県は全国水準より低い水準

になり，近代化の進行がやや遅れた印象がある。

個別農家において，養蚕地方より米・麦作地方の農家の生活水準が良かっ

たとみられる。

２ 生活水準の質の向上がみられるが，全国と地域の間では格差があった

斉藤万吉の「農家経済調査」（表１－１）によると，地主，自作農は，被

服費，酒，煙草，「その他」などの費目の支出が拡大したため，消費構造の

変容が余裕を持っていた農家から発生し，生活水準の質の向上という傾向が

みられる。

しかし，愛媛県の場合は，被服費，教育費，娯楽費などの支出が上昇して

いたが，その額は少額であったため，生活水準の質の向上とは言えない。

３ 農産物が商品化されるとともに，地域農家は商品生産者と消費者の二重性

格を確立した

愛媛県において，米・麦作地方の自作農は収穫した米の７０％以上，養蚕

地方は養蚕の１００％が販売された。当時農産物が商品化される割合は極めて

高く，農家の生活と商品経済とのかかわりが次第に強まってきた一方，商品

生産者としての性格が確立した。
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個別農家の家計費構成を観察すれば，酒，煙草，「その他」などの費目支

出が出てきて，日常生活品以外の嗜好品などを購入する傾向が増えてきた。

すなわち，農家は商品生産者としての性格だけではなく，消費者としての性

格も有していた。

４ 地域農家の生活水準の格差が大きくなっていた

「農家の現金支出割合は１９２０年代になると大きく上昇し，自作農の現金支

出割合は６割近くにまで達し，小作農でも５割をこえた，第１次大戦をはさ

む３０年ほどの間に農家の現金支出比率の増大と階層間の格差縮小が進行し

…」と「日本経済史」，東京大学出版会，大門正克著『農村社会と都会社会』，

（石井寛治，原朗，武田晴人編「日本経済史２－産業革命期」，東京大学出

版会），p.３４３で，述べられている。

しかし，本論の表３－６によると，米麦作地方の１号農家において，昭和

８年より昭和９年の家計費の現金支出が倍以上に増大していたが，差引余剰

は昭和９年において赤字になっていた。同じ動向が３号農家と養蚕地方の５

号農家にみられる。特に，小作農は小作料と消費者物価の二重負担の下で，

一般的な娯楽・教養費が犠牲にされ，日常生活が維持できる状態になってい

た。つまり，農家にとって現金支出を増大したことは必ずしも生活水準の上

昇をもたらすとは言えなく，階層によって生活水準の格差が生じたという特

徴があった。

要約すると，この時期，農業は商品生産としての性格を強めてきたが，それ

はかならずしも農業経営の上昇，農家経済の富裕化につながったわけではな

い。軍備拡張・戦費負担・戦後経営・恐慌により国民の負担は過重となり，農

家経済の窮乏化を推し進めた。また，離農者が増えるため，農家経済における

自給性が縮小し，経済変動を直接にうけるようになったことに起因している。

生産手段の商品化とともに，農家の家計費の現金負担部分が増大し，恐慌に対

する抵抗力が弱くなっていた。このような農家経済の窮迫の結果，農家は農業

所得だけに頼るのみではなく，農外所得を求め，農業経営の多種化，農民層分
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解の進行などである。

一方，日本は近代資本主義国家として西欧諸国に肩を並べるために，富国強

兵の原則が続くこととなり，自らの持つ弱点を補うとともに，多くの点を犠牲

にして，その目的に奉仕する姿を示すことになった。そのため，農民に対して

は，低い生活水準の下で勤勉貯蓄に励むことが強調され，低賃金労働と強力な

軍隊・工業化の源泉としての役割が期待されることとなった。

この役割を見るに，様々な学者はこれについて評価している。たとえば，十

分な食料を供給して農工間相対価格の上昇を阻止する・輸出の促進によって工

業化に必要な外貨を獲得する・農業余剰が非農業に流出して工業化の原資と

なったこと２５）や，農業のような伝統的産業が近代的産業の発展過程と並行し，

かつ相互に補完しあいながら成長をとげていったという一種均衡成長の過程が

主題となる。２６）

しかし，近代工業が，最初に開拓した市場は，国内市場であって，その中心

は，また，農村であった。農村を貨幣経済にすることによって，近代産業の発

足が可能となったのである。２７）

この市場をめぐる内外諸条件の変動の中で，特に，工業化の著しい進展のも

とで，農家生活の内実は重大な変容をこうむったのだが，それにもかかわらず，

さまざまな経済背景のもとで，各農家は意識的に高く売れる農産物を選び，市

場の状況に次第に強めて対応し，地域経済の発展の中に，地主から自作農，小

作農に至るまでの消費力が地域経済の展開を支えたことや，近代化を達成する

ために貢献することはあらためて確認されるべきであろう。これらの点につい

て，従来の検討がまだ不十分であるため，既存の研究に新たな視角を与えるこ

とができると思われ，今後の課題になるだろう。

２５）南亮進『日本の経済発展』，東洋経済新報社，２００２年，p.６７。
２６）中村隆英『戦前期日本経済成長の分析』，岩波書店，１９７１年参照。
２７）大川一司『経済発展と日本の経験』，大明堂，１９７６年，p.４２。
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